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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
平
成
20
年
中
の
所
得
の
届
出
に
基
づ
き
、
平
成
21
年
度
の

保
険
料
額
を
決
定
し
ま
す
。
７
月
中
旬
に
、
被
保
険
者
（
加
入
者
）
の
み
な
さ
ん
へ
、
平

成
21
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
で
は
、
従
来
の
軽
減

（
被
保
険
者
均
等
割
の
７
割
・
５
割
・

２
割
軽
減
）
に
加
え
、
次
の
軽
減
措

置
を
行
い
ま
す
。

平
成
21
年
度 

長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）の
保
険
料
に
つ
い
て

　

現
在
使
用
し
て
い
る
、
減
額
認
定
証
の

有
効
期
限
は
７
月
末
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
毎
年
８
月
の
更
新
時
に
申

請
が
必
要
で
し
た
が
、
平
成
21
年
度
か
ら
、

前
年
度
に
減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人

の
更
新
時
の
手
続
き
は
、
原
則
不
要
に
な

り
ま
し
た
。

　

減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
で
、
平
成

21
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

の
人
に
は
、
８
月
１
日
か
ら
の
新
し
い
減
額

認
定
証
を
７
月
下
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。

　

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
の
、
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
は
１
割
ま
た
は
３

割
で
す
。

　

毎
年
、
前
年
中
の
所
得
を
基
に
、
８

月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
の
自

己
負
担
割
合
の
判
定
を
行
い
、
変
更
と

な
る
人
に
は
７
月
中
に
新
し
い
被
保
険

者
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
に
か
か

る
と
き
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
窓

口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
己
負
担
の
割
合
は
原
則
１
割
で
す

が
、
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
い
ず
れ

か
の
人
の
、
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４

５
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
３
割
と

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４

５
万
円
以
上
で
あ
っ
て
も
、
次
の
１
ま

た
は
２
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
す

る
こ
と
に
よ
り
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

８
月
か
ら
窓
口
負
担
の
割
合
が
変
更
と
な
る
人
に
、

新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
り
ま
す

〈
自
己
負
担
割
合（
１
割
・
３
割
）の

判
定
基
準
に
つ
い
て
〉

保
険
料
の

　

軽
減
に
つ
い
て

●保険料の決まり方（計算方法）

・保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。
・保険料は、加入者一人ひとりにかかります。保険料率（被保険者均等割額、
　所得割率）は２年ごとに見直され、次回は平成 22年度に改定されます。
※総所得金額等とは、前年中の ｢給与収入－給与所得控除｣、｢事業収入－必要
　経費｣、｢公的年金収入－公的年金等控除｣などで、各種所得控除前の金額です。
◎公的年金収入のみの人で、年金額が 153 万円以下の場合は、所得割はかか
　りません。

病
院
な
ど
に
支
払
う
自
己
負
担
額

医療費総額

＋

医療給付費

支援金約４割
（現役世代の負担）

公費（税金）約５割
国：県：市町村

＝

４：１：１

●被保険者（加入者）
　のみなさんが負担
　する保険料

約
１
割

　保険料は、被保険者全員が負担する
｢被保険者均等割額｣ と、被保険者の
所得に応じて負担する ｢所得割額」の
合計になります。
保険料は、年額 50万円が上限です。

保
険
料
＝

被保険者
均等割額

５万 935円

所得割額

※総所得金額等
－ 33万円

（基礎控除額）
＋

×
所得割率
9.24％

●平成 21年度に限り、被保険者均等割額が７割軽減と
　なる人は、8.5 割の軽減となります。
　また、新しく９割軽減が新設されました。

７割軽減
１万 5280 円

8.5 割軽減
7640 円

（平成 21年度に限った措置）

９割軽減 5093 円
（平成 21年度から新設）

軽減になる人の所得判定

◎ 8.5 割軽減

●長寿医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」だった人は被保険者均等割
　額が９割軽減となります。また、所得割額はかかりません。
●所得割額の軽減
　総所得金額等が 91万円以下（公的年金のみの場合は、収入額で 211 万円以下）の人は所得割
　額が５割軽減となります。

◎ ９割軽減

被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が 33万円以下の人

被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が 33万円以下で、被保険者全員が
年金収入 80万円以下で、他に所得がない人

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の

８
月
更
新
時
の
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

　

が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な

　

い
人
。

社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
の
と
き
、
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
か
ら
口
座

振
替
へ
変
更
し
た
場
合
、
社
会
保
険
料
控

除
は
、
口
座
振
替
で
支
払
っ
た
人
に
適
用

さ
れ
ま
す
の
で
、
世
帯
全
体
の
所
得
税
お

よ
び
住
民
税
の
負
担
額
が
変
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

住
民
課　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
で
き
ま
す

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
は
、
平
成

21
年
度
か
ら
ど
な
た
で
も
、
申
請
す
る
こ

と
で
口
座
振
替
に
変
更
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

変
更
を
希
望
す
る
人
は
、
８
月
７
日

（
金
）
ま
で
に
口
座
振
替
の
申
請
を
行
う

と
、
10
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
天
引
き
が

中
止
さ
れ
、
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い
へ

変
更
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
に
保
険
料
の
滞
納

が
あ
る
場
合
は
、
口
座
振
替
へ
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
年
金
天
引
き
と
な
る
人　

年
金
受
給
額

　

が
年
額
18
万
円
以
上
で
、
介
護
保
険
料

　

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額

※

●保険料は、平成 20年中の所得金額と世帯の状況を基に本算定を行い、
　決定します。

注１

　注１：｢世帯｣ とは、平成 21年４月１日時点の世帯（75歳になる人、県外から
　　　　の転入者などはその時点）を基準にしています。

■軽減後の保険料の被保険者均等割額（年額）

１　

同
じ
世
帯
の
被
保
険

　

者
が
２
人
以
上
の
場
合

　
　

同
じ
世
帯
の
被
保
険

　

者
全
員
の
収
入
の
合
計

　

額
が
５
２
０
万
円
未
満

２　

同
じ
世
帯
の
被
保
険

　

者
が
本
人
の
み
の
場
合

　
（
次
の
①
ま
た
は
②
に

　

該
当
）

①
本
人
の
収
入
が
３
８
３

　

万
円
未
満

②
本
人
と
、
同
じ
世
帯
の

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

　

人
の
収
入
の
合
計
額
が

　

５
２
０
万
円
未
満

　

減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
人

で
、
新
た
に
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
市
（
区
）
町
村
窓
口

で
の
申
請
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
・
被
保
険
者
証
・
そ
の
他

※
そ
の
他　

収
入
額
な
ど
を
証
明
す
る
も

　

の
（
非
課
税
証
明
書
な
ど
）
や
入
院
期

　

間
が
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
に
な
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※


